
九州歯科大学体育館トイレ、シャワー室改修工事 設計意図伝達資料 

 

１．適用 

  本設計意図伝達資料は以下の工事について適用する。 

  ・九州歯科大学体育館トイレ、シャワー室改修工事 

 

２．工事概要 

（１）共通事項 

   工事場所：福岡県北九州市小倉北区清水 5丁目 20番 1号 

対象建物：九州歯科大学 体育館 

構造規模：RC造一部 S造 2階建て 

契約工期：契約締結の日から令和 9年 1月 29日まで (予定) 

（２）九州歯科大学体育館トイレ、シャワー室改修工事 (体育館内部) 

   内部改修工事：男子・女子便所、男子・女子シャワー室、一部廊下(天井のみ) 

          床の乾式化に伴う設備機器の更新 

          便器洋式化に伴うトイレブースの更新 

          手洗いカウンターの設置、ユニットシャワーの新設 

          床・壁・天井仕上の更新 

   機械・電気改修工事：上記工事に伴う設備工事 

 

     

３．留意事項 

  ・工事範囲内の内壁・梁型（露出部のみ）については、全面打診調査を行い施工数量 

調査報告書を監理者に提出してください。 

FL+1500以上の部分に関しては補修を検討してください。 

改修箇所・数量については、監理者および財務管理課と協議の上決定して下さい。 

  ・室内空気中化学物質の濃度測定は非居室のみの工事のため対象外です。 

  ・既存天井ボードは、新築時(昭和 48年)に施工された石綿ｾﾒﾝﾄ板のままであり石綿含有建材 

とみなして設定しています。 

   R3法改正に則り、適切な調査および処理を行って下さい。 

また、その他撤去建材についても適切な調査により確認をお願いします。 

  ・体育館の工事期間中は、学生利用停止期間を除き、学生のクラブ活動及び施設管理者の利用が 

あるため、安全と動線を十分に確保して工事を行ってください。 

 


